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≪参考資料3≫ 

橋本市下水道排水設備指定工事店条例 

平成18年3月1日 

条例第201号 

(趣旨) 

第1条 この条例は、橋本市下水道条例(平成18年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」

という。)第6条第1項及び橋本市農業集落排水処理施設管理条例(平成18年橋本市条例第

174号。以下「農集条例」という。)第8条第2項に規定する下水道排水設備指定工事店(以

下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(指定工事店の指定) 

第2条 下水道条例第6条及び農集条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができ

る者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、水道事業及び下水道事業管理者の

権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、これを指定工事店として指定するものとす

る。 

(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上選任してい

ること。 

(2) 橋本市内又は伊都郡内に営業所があること。 

(3) 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 

イ 工事業者が第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取消し

のあった日から起算して2年を経過していない場合 

ウ 指定工事店が、第9条第1項の規定により指定を取り消され、当該取消しのあった日

から起算して2年を経過していない場合 

エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに

足りる相当の理由がある場合 

オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たっ

て必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合 

カ 法人にあっては、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場

合 

2 前項第3号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者

は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受
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けることはできない。 

(指定の申請) 

第3条 指定工事店としての指定を受けようとする者又は指定の有効期間満了後も引き続き

指定を受けようとする者は、管理者が定める申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に

提出しなければならない。 

(1) 前条第1項第3号アからカまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類 

(2) 法人にあっては商業登記事項証明書等、定款の写し、個人にあってはその住民票の

写し 

(3) 申請者(法人の場合は代表者)の経歴書 

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 

(5) 選任責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める書類 

(指定工事店証) 

第4条 管理者は、指定工事店としての指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証

(以下「指定工事店証」という。)を交付する。 

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。 

3 指定工事店は、第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は指定の効力を一時停止

されたときは、速やかに指定工事店証を管理者に返納しなければならない。 

4 前項に規定するもののほか、指定工事店証の再交付に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 

(指定工事店の責務及び遵守事項) 

第5条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が

定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。 

(指定の有効期間) 

第6条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。た

だし、管理者が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。 

(調査) 

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店の指定基準の要件その他業務の

執行に関し、調査することができる。 

(異動の届出義務) 

第8条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があった
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とき、第2条第1項第3号ア、オ若しくはカのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水

設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、上下水道事業

管理規程で定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。 

(指定の取消し又は一時停止) 

第9条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、

又は1年を超えない範囲内において管理者が定める期間、指定の効力を停止することがで

きる。 

(1) 第2条の規定に適合しなくなったとき。 

(2) 第5条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施

工ができないと認められるとき。 

(3) 第13条の規定に違反したとき。 

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(5) 排水設備等の新設等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが

あるとき。 

(6) 不正の手段により指定工事店としての指定を受けたとき。 

2 前項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならな

い。 

(責任技術者の登録) 

第10条 責任技術者の登録を受けようとする者は、管理者が指定する期間に、上下水道事業

管理規程で定める申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。 

(1) 住民票の写し及び写真 

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類 

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類 

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が定める書類 

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者につ

いての登録を行うものとする。 

(責任技術者の被登録資格) 

第11条 管理者が指定する責任技術者試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格

を有するものとする。 

2 前項に規定する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は、登録を行わな

いことができる。 
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(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合 

(2) 第15条の規定により責任技術者の登録を取り消され、当該取消しのあった日から2

年を経過していない場合 

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判

断及び意思疎通を適切に行うことができない場合 

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の

障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となっ

たときは、管理者にその旨を届け出るものとする。 

(責任技術者証) 

第12条 管理者は、第10条第2項の規定により責任技術者の登録をしたときは、下水道排水

設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。 

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、責任技術者証を携帯し、市の職

員その他関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。 

3 責任技術者は、第15条の規定により登録を取り消されたときは、速やかに責任技術者証

を管理者に返納しなければならない。また、同条の規定により登録の効力を一時停止され

たときは、当該期間中は責任技術者証を返納しなければならない。 

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の再交付に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 

(責任技術者) 

第13条 指定工事店は、営業所に次項各号に掲げる職務をさせるため、第10条第2項に規定

する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。

ただし、和歌山県内における他の営業所について兼任することを妨げない。 

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。 

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理 

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督 

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合

していることの確認 

(4) 下水道条例第7条第1項及び農集条例第9条第1項の検査の立会 

(登録の有効期間) 

第14条 登録の有効期間は、責任技術者としての登録を受けた日から起算して5年とする。

ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。 
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2 責任技術者は、前項の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録の

更新を受けなければならない。 

(登録の取消し又は停止) 

第15条 管理者は、責任技術者が下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他

管理者が定めるところに違反したときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内に

おいて管理者が定める期間、登録の効力を停止することができる。 

(公示) 

第16条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものと

する。 

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。 

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。 

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。 

(4) 前3号の規定による公示事項に変更があったとき。 

(審査委員会の設置) 

第17条 管理者は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、橋本市下水道排水設

備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

2 委員会の設置、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定めるものとする。 

(手数料) 

第18条 指定工事店の指定等又は責任技術者の登録等を受けようとする者は、次に掲げる手

数料を納付しなければならない。 

(1) 指定工事店の登録 1件につき10,000円 

(2) 指定工事店の更新登録 1件につき5,000円 

(3) 責任技術者の登録 1件につき5,000円 

(4) 責任技術者の更新登録 1件につき3,000円 

2 既納の手数料は、返還しない。 

3 前2項に規定するもののほか、手数料に関し必要な事項は、管理者が定める。 

(委任) 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。 
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(経過措置) 

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市下水道排

水設備指定工事店条例(平成14年橋本市条例第32号)又は高野口町下水道排水設備指定工

事店規則(平成12年高野口町規則第8号)(次項においてこれらを「合併前の条例等」とい

う。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に

よりなされたものとみなす。 

3 施行日の前日までに、合併前の条例等により交付された下水道排水設備指定工事店証は、

それぞれこの条例の規定により交付された下水道排水設備指定工事店証とみなす。 

附 則(平成24年6月26日条例第25号) 

この条例は、平成24年7月9日から施行する。 

附 則(平成26年3月11日条例第10号) 

この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則(平成30年12月21日条例第40号)抄 

(施行期日) 

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和元年9月30日条例第22号) 

この条例は、令和元年12月14日から施行する。 

附 則(令和5年12月11日条例第29号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 

附 則(令和6年9月17日条例第30号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


